
『続
日
本
紀
』

の
編
纂
と
原
史
料

に

つ
い
て

～
叙
位

記
事
を
中
心
に
～

西

本

英

夫
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『続
日
本
紀
』

(以
下

『続
紀
』
と
す
る
)
は
、
延
暦
年
間
に
完
成

・
奏
進
さ
れ
た

『日
本
書
紀
』

に
次
ぐ
国
史

で
あ
り
、
そ

の
編
纂

事
業
は
数
次
に
わ
た
る
。
先
学
に
よ
り
編
纂
の
概
要
は
明
ら
か
と
な
り

つ
つ
あ
る
が
、
依
然
未
解
明
な
部
分
も
残

さ
れ
る
。
小
論
は

『続

紀
』

の
記
事
分
量
を
集
計
し
、
既
に
編
纂
過
程
が
異
な
る
事
が
明
ら
か
な
前

・
後
半
各

二
十
巻
を
比
較
す
る
事
か

ら
始
め
、
叙
位

・
任
官

記
事
か
ら

『続
紀
』
の
編
纂
過
程
、
或

い
は
叙
位

・
任
官
記
事
自
体

の
編
纂
作
業
に
つ
い
て
検
討
し
、
更

に
は
叙
位
記
事
の
素
材
と
し
て

用

い
ら
れ
た
資
料
に
つ
い
て
言
及
し
た
も

の
で
あ
る
。

　
　

ま
ず
、
『続
紀
』
記
事
分
量

の
比
較
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
各
年
紀
月
毎

の
そ
れ
に
関
し
て
は
別
表
参
照
の
事
と
す
る
が
、
集
計

の
結
果
、

正
月
の
分
量
が
最
も
多
く
、
十
二
月
の
分
量
が
最
も
少
な

い
事
が
明
ら
か
と
な
り
、
叙
位
が
見
ら
れ
な

い
正
月
記
事
に
は
前

・
後
半
各

二

十
巻
の
間
に
差
は
無

い
事
か
ら
、
正
月
記
事
の
前

・
後
半

の
分
量
差
は
叙
位
記
事
の
分
量
差
に
因
る
所
が
大
き

い
事
が
判
明
し
た
。
又
、

前
半
二
十
巻
に
は
記
事
が
全
く
存
在
し
な
い
月
が
後
半
に
比
べ
圧
倒
的
に
多
く
、
こ
の
点
も
前

・
後
半
の
記
事
分
量

の
差
に
繋
が

っ
て
い

る
事
を
私
的
し
た
。
但
し
、
前
半
二
十
巻
中
の
巻
毎

の
分
量
差
は
後
半
二
十
巻
よ
り
も
大
き
く
、
従
来
よ
り
指
摘

の
あ
る
、
最
終
編
纂
事
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業

に
お
け
る
前
半
二
十
巻

の
記
事
削
減
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
記
事
分
量
の
平
均
化
を
意
識
し
た
も

の
で
は
な

い
事
を
述

べ
た
。

　
　

次
に
、
『続
紀
』
記
載

の
任
官
記
事

に
つ
い
て
、
館
野
和
己
氏

の
指
摘

の
再
検
討
を
試
み
た
。
氏
は
国
司
任
官

記
事
の
記
載
順
序
か
ら
、

同
じ
任
官
記
事
中
に
お

い
て
も

『続
紀
』
に
記
載
さ
れ
た
編
纂
段
階
に
差
が
あ
る
事
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
氏
の
指
摘
す
る
記
載
順
序
が

移
動
し
て
い
る
国
司
任
官
記
事

の
例
は
、
編
纂
段
階

の
相
違
を
想
定
し
得
な

い
巻
三
十
五
以
降
や
、
『大
日
本
古

文
書
』
に
収
め
ら
れ
る

　
ヨ

ニ

つ
の
官
人
歴
名

に
も
見
え
る
事
か
ら
、
記
載
順
序

の
移
動
を
以
て
直
ち
に
記
載
時
期
の
差
と
考
え
る
事
は
出
来

な
い
事
を
指
摘
し
た
。

　
る

又
、
館
野
氏
が
明
ら
か
に
し
た
国
司
任
官
記
事
の
特
徴
に
つ
い
て
、
中
西
康
裕
氏
の
批
判
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
も
中
西
氏
は
あ
く

ま

で
曹
案
三
十
巻
に
任
官
記
事
が
含
ま
れ
た
事
を
想
定
し
て
批
判
し
て
お
り
、
ま
ず
は
ど
の
段
階
に
お
い
て
任
官

記
事
が
史
書
に
含
ま
れ

た

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
事
を
述
べ
た
が
、
小
論
に
お
い
て
は
明
確
な
結
論
を
得
る
に
至

っ
て
い
な

い
。

一
方
、
叙
位
記
事
に
関
し
て
は
、
『続
紀
』
に
お

い
て
は
五
位
以
上
の
叙
位

に
つ
い
て
記
す
事
を
原
則
と
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、

叙
位
記
事

の
編
纂
作
業
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
は
、
か
か
る
原
則
に
則

っ
た
と
し
て
ど
の
程
度

『続
紀
』
か
ら
欠
落
し
て
い
る
叙
位

が
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
欠
落
か
ら
最
終
編
纂
段
階
で
の
削
減
作
業
を
想
定
し
得
る
の
か
考
察
を
試
み
た
。
具
体
的
な
叙
位

の

　
ら

欠

落
例
や
個
別
の
検
討
は
別
稿
に
お
い
て
明
ら
か
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
考
察
の
結
果
、
叙
位
の
欠
落
は
特
に
男
性
の
そ
れ
に
お

い
て
意
図
的
な
削
減

に
拠
る
と
見
倣
し
難
く
、
叙
位
記
事

の
素
材
そ
の
も

の
や
編
纂
作
業
上

の
不
備
に
拠
る
の
で
は
な

い
か
と
す
る
結
論

に
達
し
た
。
こ
こ
で
男
性
に
限
定
し
て
述
べ
た

の
は
、
『続
紀
』

の
特
に
天
平
年
間
以
前
に
お

い
て
、
女
性

の
叙
位
記
事
は
お
ろ
か
女
性

に
関
す
る
記
事
自
体
が
乏
し
く
、
叙
位
の
欠
落
を
検
討
す
る
に
十
分
で
は
な
い
事
、
そ
し
て
前
半
二
十
巻
に
お
い
て
は
女
性
叙
位
が
記
さ

れ
る
事

の
方
が
特
殊
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。
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以
上
の
事
柄
を
踏
ま
え
、
小
論
に
お

い
て
は
叙
位
記
事
に
つ
い
て
更
に
検
討
を
試
み
て
い
る
。
ま
ず
叙
位
の
欠
落
数
か
ら
、
叙
位
記
事

へ
　

の
編
集

に
お

い
て
は
叙
位

に
関
す
る
幾

つ
も

の
記
録
を
混
合
し
た
上
で

『続
紀
』
に
記
さ
れ
た
と
す
る
従
来
の
説

に
疑
問
を
感
じ
、
そ
も

そ
も
叙
位
記
事
編
集
時
に
五
位
以
上
の
叙
位
に

つ
い
て
記
す
と

い
う
編
纂
方
針
が
存
在
し
た
の
か
と

い
う
点
に
も

問
題
が
残
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な

い
か
と
し
、
叙
位
記
事

の
素
材
と
な
り
得
る
も
の
に

つ
い
て
考
察
し
た
と
こ
ろ
、
『続
紀
』
叙
位
記
事

の
素
材
に
は
中
務
省
が

保

持
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
位
記

(案
)
が
用
い
ら
れ
、
叙
位

の
欠
落
が
和
銅
年
間
以
前
に
多
く
見
ら
れ
る
理
由
も
、
こ
れ
迄
に
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
平
城
遷
都
以
前

の
文
書
行
政
未
発
達
の
影
響
が
、
中
務
省
が
作
成

・
保
管
す
る
位
記

(案
)
に
も
及

ん
で
い
た
の
で
は
な
い

か
と
述
べ
る
に
至

っ
た
が
、
素
材
に
関
し
て
は
依
然
再
考
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

『続 日本 紀』 の編 纂 と原史 料 につ いて

_注
1

　 　 　 　 　

65432

『続
紀

』

記
事
分
量

の
考
察

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
迄

に
も
大
町
健

「
『続
日
本
紀
』

の
編
纂
過
程
と
巻
構
成
」
(
一
九
八
三
年

『
日
本
史
研
究
』

二
五
三
号

所
収
)
、
笹
山
晴
生

「
続
日
本
紀
と
占
代

の
史
書
」

(
一
九
八
九
年
新

日
本
古
典
文
学
大
系

『続
日
本
紀
』

一
、
解
説
)
両
氏
の
研
究
等
が
あ
る
。

館
野
和

己

「続
紀

の
国
司
記
事

の
特
徴
と
問
題
点
」

(
一
九
八

一
年

『続
日
本
紀
研
究
』

二

一
三
号
所
収
)

『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
巻

二
四
ー
七
四
頁

「上
階
官
人
歴
名

」
、
同
編
年
巻

一
五
-

一
二
九
頁

「神
祇
大
輔
中
臣
毛
人
等
百
七
人
歴
名
」

中
西
康
裕

「
『続
日
本
紀
』

の
祥
瑞
記
事
と
賑
給
記
事
」

(
一
九
九
七
年

『人
文
論
究
』

四
七
号
所
収
)

拙
稿

「
『続

日
本
紀
』

に
お
け
る
叙
位

の
欠
落

に

つ
い
て
」

(二
〇
〇

一
年

『奈
良
史
学
』

一
九
号
所
収
)

叙
位

記
事

の
素
材
に
関
す
る
研
究
に
は
、
熊
谷

公
男

「位

記
と
定
姓

ー
続
紀

に
見
え

る
叙
位

記
事

と
賜
姓

記
事

の
食
違

い
を
め
ぐ

っ
て

」

(
一
九
七
四
年

『続

日
本
紀
研
究

』

一
八
三
号
所
収

)、

西
本
昌
弘

「孝
謙
天
皇
詔
勅
草
と

八
世
紀

の
叙
位
儀
礼
」

(
一
九
九
七
年

『日
本
古
代
儀
礼
成
立
史

の
研
究
』
塙

書
房
所
収
)
等
が
あ
る
。
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N
馬
も

「貌
日
本
紀
」
各
年
紀
月
別
分
量

(国
史
大
系
本
に
よ
る
)

お
0
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*
表
内
各
年
紀
毎
に
.最
大
行
月

(数
宇
上
に
一
)

平
均
値
は
.少
数
点
以
下
は
四
捨
五
入

.
最
小
行
月

(数
宇
下
に

一
)
を
示
し
た
.表
末
は
.
月
毎
の
そ
の
合
計
数
で
あ
る
.

一
n⊃
m


